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６.結論 

 

(1)研究の成果 

高機能型市民消火栓の開発では、既往研究より挙げられた操作上の課題を改善した改良型ノズルを用いて

操作性評価試験を行うことで、新たな操作上の課題点と今後の改良に向けた具体的な改善方針を導き出した。 
 外観デザインの改良では、複数の改良案を提示し、清水地区の住民と学生を対象に印象評価を行うことで、

今後の改良方針を導いた。 
日常利用方法の提案では、利用可能な時間帯と活用している利用方法について、各市民消火栓の周辺住民

および店舗を対象にヒアリング調査を行い、結果を踏まえて、既往研究の調査結果との比較と場所毎に利用

方法の提案を行った。 
 
(2)今後の課題 

 消火栓の操作性においては、評価結果から得られた課題点である「ホースの収納作業」について更なる改

良が必要となる。また、一目で操作手順が分かるようなデザインが今後は必要とされる。 

 外観デザインについて、本研究で提案した改良案はロゴマークの種類とサイズのみ検討した。今後は、消

火栓の文字の種類や消火栓自体の色調、消火栓の材質等他の要素の改良、他地区での汎用性も検討していく

必要がある。また、日本国内外における既存の消火栓の事例調査を基に 10 件のロゴマークのデザインを提

案し、その中から 2件を選んでいるが客観性や再現性の面で再考の必要性が高い。 
 日常利用方法の提案について、本研究のヒアリング調査では、調査対象 46件中 36件が店舗であり、店舗

を中心とした調査となっている。今後は、住民へのヒアリング件数を増やした上で利用状況について整理す

る必要があると考えられる。 
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１１．．ははじじめめにに  
  

歴史都市の街路構成は戦前の街路や地割が維持されており、それらがそのまま張り巡らされた生活道となり、街

道や大通り沿いの街区の中に入り組んだ構造となる。そのため、一般的に歴史都市の生活道は幅員が狭く、通り抜

けの出来ない、カーブやコーナーの多いなどの特徴を持つ。このような街路形態では見通しが制限され、自然監視

や機械監視における死角が生まれやすく、CPTED の監視性の確保が難しいと考える。また、歴史都市には多数の

文化財が存在し、街路上にも文化財や祠、地蔵等の歴史都市の財産が点在している。昨今、このような歴史都市の

財産が落書きや盗難の被害に遭う事例が後を絶たず、これらを保全する観点から見ても歴史都市の街路を監視す

ることは重要である。 

一方、近年、米国の犯罪学者のジェフリー1）と建築学者のニューマン 2）が提起した CPTED（防犯環境設計）と

いう理論を活用した、安心・安全なまちづくりを行っていく動きが高まっている。日本に限らず様々な国の公的機

関は、CPTED の 4 原則を①対象物の強化、②接近の制御、③監視性の確保、④領域性の確保と定めている。防犯

環境設計に際しては、これら 4 つの要素を総合的に組み合わせ、様々な手法と共同して展開することが重要である

とされる 3）。中でも街路の防犯環境設計においては、地域住民や警察、防犯カメラ等による犯罪企画者に対する③

−129−



2 

監視性の確保が、犯罪実行の心理的抑制の観点から特に重要視されている 4）。Crowe5）はこの監視性を「natural(自
然的な)」、「organized（組織的な）」、「mechanical（機械的な）」の 3 要素に分類し、後者 2 つの監視性は前者を補完

する目的を持つとしており、地域住民の日常生活に伴う自然的な監視を監視カメラによる機械的な監視が補完す

るように、これらを組み合わせて監視性を確保していく必要がある。また、Crowe5）は、自然監視性の確保は、③

監視性の確保に加え、④領域性の確保の強化にも貢献するとしている。同様に、防犯カメラによる機械監視は③監

視性の確保のみならず、犯人の特定や被害者の救出に役立つことから①対象物の強化の効果を期待できる。加え

て、犯罪企画者が監視カメラの存在を認知することにより、犯罪企画者の②接近の制御を強化する効果もあると考

えられる。このように、③監視性の確保により、CPTED の他の要素の副次的な強化が期待できるが、自然監視か

機械監視かによって期待できる副次効果は異なる。

歴史都市の街路において、より効果的に監視を行うためにこれらの整理が必要である。

２２．．研研究究のの目目的的  

本論は、防犯カメラによる機械監視のみならず、自然監視や監視性確保の副次的効果を加味して、歴史的街路の

防犯環境性能評価を可視化する手法を提案することを目的とする。

それには、実際に歴史的街路に防犯カメラが設置している場所を選定する。

研究対象とする大阪府箕面市は、安全・安心なまちづくりの一環として、箕面警察署の全面協力を得て、全ての

市立小中学校の通学路に 750 台の防犯カメラを平成 27 年 3 月末に設置した。しかしながら、これらのカメラ配置

が自然監視との組み合わせや、監視性の確保に伴う CPTED 要素の副次的な強化を加味して設置されているかは不

明である。この箕面市の東西南北を阪急箕面線の線路と 3 つの幹線道路（豊中亀岡線、中央線、箕面池田線）に囲

まれた街区（約 60,000 ㎡）を対象とすると、街区内に歴史的街路である箕面街道が縦貫しており、100 年以上前か

ら集落が形成されている(図 1)。現在の対象街区に歴史的建造物は存在しないが、街路構成は前節で述べた歴史的

都市の街路構成の特徴に該当する。このように対象は歴史都市の街路構成を持ち、街区内に防犯カメラが高密度で

配置されており、当該街区の防犯環境性能評価を可視化することで、歴史都市の防犯環境性能の評価に有用な知見

が得られる。

３３．．研研究究方方法法  

((11)) 監監視視性性おおよよびびそそのの副副次次的的効効果果にに基基づづくく６６領領域域のの定定義義

前章で述べたとおり、自然監視および機械監視による③監視性の確保が CPTED の他の 4 要素を副次的に強化す

るとして、図 2 のように監視性およびその副次的効果を包含関係によって 6 つの領域に当てはめることで、自然

監視と防犯カメラの監視と抑止の領域の重ね合わせを以下の表 1 の A～F の領域に整理する。本研究では、図 2 に

示す CPTED の 4 要素充足の分類に基づいて街路の評価を行う。田中ら 4）や大野ら 6）Fujii ら 7）は CPTED の③監視

性の確保を可視化し、評価したが、③監視性の確保の副次的効果にまで着目し、CPTED の 4 要素全ての効果を可

視化し、評価しようとした研究はない。

図 1 100 年以上前の街路構成が残る対象街区
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((22)) 監監視視量量のの測測定定方方法法

はじめに箕面市内の対象とする街区の 3Ⅾモデルを作成する。街区の 3Ⅾモデルの作成方法は国土地理院の基盤

地図情報から平面の 2 次元データを取得し、モデリングソフトで街区内の建物の高さをつけ、3 次元化する。建

物の高さの情報は Google Earth から入手する。作成された 3Ⅾモデルは交差判定を行う際の遮蔽物とする。

監視量の計測方法の概要を図 3 に示す。対象点は高さ 1.5m として街路上に 1m ピッチで生成した。1m ピッチ

とすることで、道幅が狭い街路を含め、対象地域内の全ての街路で十分な解析精度を確保できる。生成された対

象点の総数は 26,367 点である。視点から対象点へと結ぶ視線上に遮蔽物がない場合を可視と判定し、対象点に対

して可視となる視点の総数を監視量として計測する。計測には、Fujii ら 7）が開発した交差判定プログラムを改良

して使用した。視点は計測項目ごとに表 2 のように設定し、個別に計測する。自然監視性の項目は、Jake ら 8）に

よる主張に基づき対外自然監視と外部自然監視に分類した。対外自然監視は対象地域の建物の窓から街路に向け

ての自然監視を、外部自然監視は街路の通行人からの自然監視を想定している。対外自然監視の計測は、大野ら
6）を参考に建築物の窓を有する立面を有窓壁面と定義し、有窓壁面上に 4m ピッチで視点生成して行っている。

自然監視性は吉田ら 9）と奥田ら 10）の既往研究に基づき自然監視性が十分に働く距離を 30m までとし、視点と対

象点間が 30m より長い場合、交差判定は行わない。また、距離による減衰は考慮しない。防犯カメラの監視領域

は、防犯カメラが監視している領域を指す。抑止領域は防犯カメラの存在を視認でき、犯罪行動の抑止が期待で

きる領域を指す。一般的に防犯カメラの画角は立体角で 2π(1-cos90°)ステラジアンであり、人の顔の特徴はっきり

と認識できる距離の基準が 30m である。また、人が防犯カメラを認知する上限の距離は自然監視性の項目と同値

である 30m とする。表 2 に各項目の可視量の計測の概要を示す。

表 1 強化される CPTED の 4 要素                        表 2 項目別の監視量の計測の概要  

   

４４．．自自然然監監視視のの監監視視量量にによよるる街街路路のの評評価価 

対外自然監視および外部自然監視の監視量の計測結果に基づき、それぞれの自然監視が不十分な場所を把握す

る（図 4、5）。藤井ら 12）は可視量の計測結果から四分位数を用いて空間を区分した。藤井らと本研究は可視量計

測の結果によって空間を分類し、可視化した点が共通しており、本研究では計測した監視量の第一四分位数以下の

地点をそれぞれの自然監視が不十分な場所として定義する。また、対外自然監視、外部自然監視の計算結果を重ね

合わせ、いずれの自然監視性も共に不十分な場所を抽出する（図 6）。抽出された場所を CPTED の監視性における

危険エリアとして分析を行う。

対外自然監視性の不十分な場所は、窓がない壁面に隣接する地点や低層の建物に囲まれた地点、30m 以上の幅を

図 2 監視性およびその副次的効果を考慮し
た CPTED の 4 要素充足の分類

図 3 監視量の計測方法の概要
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監視性の確保が、犯罪実行の心理的抑制の観点から特に重要視されている 4）。Crowe5）はこの監視性を「natural(自
然的な)」、「organized（組織的な）」、「mechanical（機械的な）」の 3 要素に分類し、後者 2 つの監視性は前者を補完
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本論は、防犯カメラによる機械監視のみならず、自然監視や監視性確保の副次的効果を加味して、歴史的街路の

防犯環境性能評価を可視化する手法を提案することを目的とする。

それには、実際に歴史的街路に防犯カメラが設置している場所を選定する。

研究対象とする大阪府箕面市は、安全・安心なまちづくりの一環として、箕面警察署の全面協力を得て、全ての

市立小中学校の通学路に 750 台の防犯カメラを平成 27 年 3 月末に設置した。しかしながら、これらのカメラ配置

が自然監視との組み合わせや、監視性の確保に伴う CPTED 要素の副次的な強化を加味して設置されているかは不

明である。この箕面市の東西南北を阪急箕面線の線路と 3 つの幹線道路（豊中亀岡線、中央線、箕面池田線）に囲

まれた街区（約 60,000 ㎡）を対象とすると、街区内に歴史的街路である箕面街道が縦貫しており、100 年以上前か

ら集落が形成されている(図 1)。現在の対象街区に歴史的建造物は存在しないが、街路構成は前節で述べた歴史的

都市の街路構成の特徴に該当する。このように対象は歴史都市の街路構成を持ち、街区内に防犯カメラが高密度で
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((22)) 監監視視量量のの測測定定方方法法
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合わせ、いずれの自然監視性も共に不十分な場所を抽出する（図 6）。抽出された場所を CPTED の監視性における

危険エリアとして分析を行う。

対外自然監視性の不十分な場所は、窓がない壁面に隣接する地点や低層の建物に囲まれた地点、30m 以上の幅を

図 2 監視性およびその副次的効果を考慮し
た CPTED の 4 要素充足の分類

図 3 監視量の計測方法の概要
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4 

持つ空地に隣接する地点が該当する傾向があり（図 6）、図 4 の青色の円で囲まれた場所のようにこれらの条件を

満たす幅員が狭い街路は対外自然監視性が不足しやすくなることが分かった。 

外部自然監視性の不十分な場所は、袋小路になっている街路の奥まった地点、道幅が狭い街路、交差点と交差点

の間の中央部分が該当する傾向があり（図 7）、図 5 の青色の円で囲まれた場所のようにこれらの要素を持つ街路

は外部自然監視性が不足しやすくなることが分かった。 

次に、これらを重ね合わせ、対外自然監視と外部自然監視のいずれも不十分である領域を危険エリアとして抽出

した（図 8）。危険エリアは全街路に対して約 10％存在しており、戸建て住宅や大きな空地に挟まれた幅員の狭い

街路が危険エリアに該当し、中でも袋小路になっている街路が多く該当する傾向が得られた。また、対外自然監視

と外部自然監視がともに十分に確保されている街路に接続する幅員の狭い街路が危険エリアに該当する傾向が見

られた。これらのことから、研究対象の街路において自然監視性が不足している街路は、戸建て住宅が密集する幅

員の狭い街路や幅員の広い主要道路に接続する生活道路であると考えられる。 

 

 

 

図 4 対外自然監視性の可視化             図 5 外部自然監視性の可視化 

 

 
 

     図 8 危険エリアの可視化                     

 

５５．．防防犯犯カカメメララのの監監視視・・抑抑止止領領域域のの可可視視化化  
 

防犯カメラの監視領域と抑止領域のマッピングを図 9 に示す。ここで、防犯カメラの監視領域と抑止領域はいず

れも計測した可視量が 1 以上である領域と定義した。定義上、監視領域は必ず同時に抑止領域となる。監視領域か

図 6 対外監視性が不足している場所 

図 7 外部監視性が不足している場所 

5 

つ抑止領域となる街路は、全街路対して約 20％を占めており、抑止領域のみに該当する街路は約 16％を占めてい

ることが分かった（図 10）。対象地域に存在する 34 台の防犯カメラにより、約 36%の街路に防犯上の影響を期待

できると言える。反対に、防犯カメラの影響が全く及ばない街路は約 64%存在することが分かった。防犯カメラの

みによって地域の監視性が満足されているとは言い難く、自然監視等の方法を組み合わせて監視性の確保を検討

する必要があると考えられる。

 

６６．．監監視視性性のの副副次次的的効効果果をを考考慮慮ししたた CCPPTTEEDDのの４４要要素素のの可可視視化化

図 8 は自然監視による③監視性の確保、④領域性の確保が働く範囲を可視化し、図 9 は防犯カメラの監視領域

による③監視性の確保と①対象物の強化、抑止領域による②接近の制御が働く範囲を可視化している。これらの領

域を重ね合わせ（図 11）、監視性の副次的効果を加味した領域を表 1、図 2 の定義に示す A～F の 6 領域に分けて、

街路上に可視化した（図 12）。これは、街路の任意の地点において強化されている CPTED の要素を視覚的に把握

しながら、以下に示すように街区の防犯計画を行う際の指標の一つとして有効であると考えられる。

全ての CPTED の要素が強化されていない領域 A に対する施策としては、特に防犯に配慮する必要があること

を住民に告知し、パトロールの重点ポイントとすることや、領域 A の街路を通学路に定めないなどが挙げられ

る。④領域性の確保が強化されていない領域 C に対する施策として、領域性を高める花壇を設置することや地域

住民間の挨拶を促すことが挙げられる。①対象物の強化と②接近の制御が強化されていない領域 D に対する施策

として、建物に強化ガラスを採用することや、盗難防止の為に文化財を固定することなどが挙げられる。これら

は防犯カメラに頼らない方法であるが、防犯カメラの新設、再配置により、6 領域を変更し対応することも施策

の一つであり、次章では、その効果を示し、提案する手法の有効性を示す。

図 9 防犯カメラの監視・抑止領域の可視化    

図 11 危険エリアと防犯カメラの監視・抑止領域の重ね合わせ

図 10 全街路に対する防犯カメラの監視・抑
止領域の割合
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図 12 監視性およびその副次的効果を考慮した CPTED の 4 要素の可視化

７７．．防防犯犯カカメメララのの再再配配置置

図 8 で得た、対外自然監視性と外部自然監視性の可視領域の重なりから抽出した危険エリアのできるだけ多く

を、防犯カメラの監視領域と抑止領域内に含まれるように、街区内の 34 台のカメラの再配置を試みた。図 13 のよ

うに、カメラが向いている 30m までの領域を監視と抑止の領域とし、カメラの向いていない 30m までの領域を抑

止のみの領域とする。この二つの監視と抑止の領域のうち、基本的には、まず監視領域内に危険エリアを収めるこ

とを優先し、危険エリアを監視領域内でカバーできない時に、抑止領域内で補うように配置した。図 13 の場合で

あれば、①よりも②のように配置することで、監視と抑止によってカバーできる範囲を増やして配置することにな

る。

図 13 危険エリアを効率よく防犯カメラの範囲に収める方法

7 

防犯カメラの再配置により、領域 F が減少し、監視性が働く領域 C，D，E，F の割合の合計値が増え、結果的に

街区内の特に危険な領域 A の場所の割合が約 8 から 2％に減少している（図 14）。このように防犯カメラの再配置

により、監視性の手厚い領域Ｆを減らし、危険な領域 A の割合を減少させるようにコントロールできたことで、

本研究の可視化手法の有効性が示された。また箕面市の対象街区の防犯カメラの配置は、CPTED の要素に基づい

て、効率よく配置できてないと考えられる。

図 14 防犯カメラの再配置前後の監視性およびその副次的効果を考慮したCPTED の 4 要素の可視化

８８．．ままととめめ 

本研究は、歴史都市の複雑な構成を持つ街路における自然監視と防犯カメラの監視と抑止の領域を、可視量に基

づいて可視化する手法を組み合わせ、街路の CPTED の 4 要素を、独自に定義する監視性の副次的効果を考慮した

領域に区分して評価する手法を提示した。まず自然監視の可視化においては、対外自然監視性と外部自然監視性の

2 種類に分け、これらを重ね合わせることで街路の危険エリアを抽出した。次に危険エリアと防犯カメラの領域を

重ね合わせ、独自に定義する CPTED の要素の領域に塗り分けて、対象地区の防犯カメラの配置を CPTED の監視

性の考え方に基づいて評価した。最後に防犯カメラの監視と抑止により危険エリアを効率良く、効果的にカバーす

る防犯カメラの再配置を提案し、本研究で提示する手法の有効性を示した。

このように本研究の CPTED に基づいた自然監視と防犯カメラの監視と抑止の範囲の可視化手法は、歴史あるが

故に複雑で狭く、安全性の確保が難しい同様の問題を抱える歴史的街路において有用となり、歴史都市の安心・安

全なまちづくりの計画の一助となることが期待される。
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止のみの領域とする。この二つの監視と抑止の領域のうち、基本的には、まず監視領域内に危険エリアを収めるこ

とを優先し、危険エリアを監視領域内でカバーできない時に、抑止領域内で補うように配置した。図 13 の場合で

あれば、①よりも②のように配置することで、監視と抑止によってカバーできる範囲を増やして配置することにな

る。

図 13 危険エリアを効率よく防犯カメラの範囲に収める方法
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防犯カメラの再配置により、領域 F が減少し、監視性が働く領域 C，D，E，F の割合の合計値が増え、結果的に

街区内の特に危険な領域 A の場所の割合が約 8 から 2％に減少している（図 14）。このように防犯カメラの再配置

により、監視性の手厚い領域Ｆを減らし、危険な領域 A の割合を減少させるようにコントロールできたことで、

本研究の可視化手法の有効性が示された。また箕面市の対象街区の防犯カメラの配置は、CPTED の要素に基づい

て、効率よく配置できてないと考えられる。

図 14 防犯カメラの再配置前後の監視性およびその副次的効果を考慮したCPTED の 4 要素の可視化

８８．．ままととめめ 

本研究は、歴史都市の複雑な構成を持つ街路における自然監視と防犯カメラの監視と抑止の領域を、可視量に基

づいて可視化する手法を組み合わせ、街路の CPTED の 4 要素を、独自に定義する監視性の副次的効果を考慮した

領域に区分して評価する手法を提示した。まず自然監視の可視化においては、対外自然監視性と外部自然監視性の

2 種類に分け、これらを重ね合わせることで街路の危険エリアを抽出した。次に危険エリアと防犯カメラの領域を

重ね合わせ、独自に定義する CPTED の要素の領域に塗り分けて、対象地区の防犯カメラの配置を CPTED の監視

性の考え方に基づいて評価した。最後に防犯カメラの監視と抑止により危険エリアを効率良く、効果的にカバーす

る防犯カメラの再配置を提案し、本研究で提示する手法の有効性を示した。

このように本研究の CPTED に基づいた自然監視と防犯カメラの監視と抑止の範囲の可視化手法は、歴史あるが

故に複雑で狭く、安全性の確保が難しい同様の問題を抱える歴史的街路において有用となり、歴史都市の安心・安

全なまちづくりの計画の一助となることが期待される。
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